
地域振興部地域コミュニティ課住居表示係

電 話 ： 03-5273-3521 （ 直通 ）
ファックス ： 03-3209-7455

わかりやすい 街づくりを

住居表示 で
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住 居 表 示 は な ぜ 必 要 な の か

住居表示実施後の新しい住所

住居表示では、「町名」と、町のブロック（町の中を道路などで区分したもの。街区）

に付番する「街区符号 <番>（下図：④）」、建物の出入口の位置で決まる「住居番号 <号>

（下図  ： ）」の３つを組み合わせて新しい住所をあらわします。

「住居番号」を付けるにあたっては、町のブロックのまわりをおおよそ１５メートル間隔

で区切り、右回りで一連の番号（基礎番号：下図 ）を付けます。建物の主な出入口

がどの基礎番号にあたるか（出入口動線：下図 ）によって住居番号が決まります。

この表示には規則性があるため、実施以前よりも目的地の特定が簡単になります。

住居表示実施前の住所（地番を用いた住所）

住居表示未実施地域では、地番（土地に

つけられた番号）を用いて住所をあらわし

ています。

地番を用いて表す住所では、土地の売買

等により、土地の番号に欠番が生じ規則的

に番号が並ばない、同じ番号の建物が数多

く存在してしまうことから、郵便物や宅配

物の遅配・誤配、緊急車両の到着が遅れる

等の不便が生じています。

地名地番の例 新宿区 歌舞伎町一丁目 100 番 地
町 名 地 番

町 名 街区符号 住居番号

新宿区 歌舞伎町一丁目 4 番 １ 号住居表示の例

③

② ①

４ 番 街 区 拡 大 図住 居 表 示 実 施 後 の 街 区 符 号

住 居 表 示 実 施 前 の 例

地番を用いた住所の表示による不便を解消するため、昭和37年に住居表示に関する法律が

施行され、新宿区議会では同年、区内全域で住居表示を実施することを議決しました。

現在、新宿区には住居表示実施済地域と未実施地域が混在しており、区内面積の約4分の1

が未実施地域となっています。これは２３区で、二番目に低い水準です。

100 番地

103 番地

104 番地

④



町名板・住居番号表示板

皆さまの建物に新住所を表示するもので、

それぞれの建物の門扉・玄関などの人目に

つきやすい場所に取り付けてもらいます。

Q ＆ A （ よ く あ る 質 問 ）

Ｑ１：住居表示を実施すると町名が変わるのですか？

Ａ１：区としては、住居表示によって町名を変える考えはありません。

四谷三栄町のように、地域の方々とのお話合いの結果、町名を変える場合もあります

が、市谷薬王寺町など、住居表示実施後に町名を変えていない地域も複数あります。

Ｑ２：住居表示の実施後、自分で住所変更の手続きをする必要がありますか？

Ａ２：区が住所変更可能なものについては、お手続き不要です。

一方、不動産登記簿の所有者住所や、運転免許証、マイナンバーカード等、お手数

ですが、各自でお手続きが必要なものもあります。実施の際には各種住所の変更に

ついて説明した冊子を配布し、わかりやすくご案内します。

Ｑ３：通学区域や特別出張所の管轄区域は変わりますか？

Ａ３：住居表示の実施によって通学区域や特別出張所の管轄区域が変わることはありません。

Ｑ４：町会・自治会の区域は変わりますか？

Ａ４：町会・自治会は地域住民の任意組織のため、住居表示の実施により活動区域が変更す

ることはありません。

街区表示板

それぞれの街区

が○○町〇丁目〇

番であることを表

示するもので、各

街区の人目につき

やすい角々に取り

付けます。

街区案内板

街の街区案内図を

駅前・交差点等の人

目につきやすい場所

に設置します。66
㎝

12 ㎝

町名板

4 -1
住居番号表示板

6 ㎝ 12 ㎝

6
㎝

200
㎝

97 ㎝

表 示 板 の 取 り 付 け
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実 施 地 域 未 実 施 地 域

住居表示 で

わかりやすい 街 づ く り を

アカギモトマチ

赤城元町
アゲバチョウ

揚場町
イチガヤカガチョウ

市谷加賀町一～二丁目
イチガヤコウラチョウ

市谷甲良町
イチガヤダイマチ

市谷台町
イチガヤナカノチョウ

市谷仲之町
イチガヤホンムラチョウ

市谷本村町 ●
イチガヤヤクオウジマチ

市谷薬王寺町
イチガヤヤマブシチョウ

市谷山伏町
オオクボ

大久保一～三丁目
カグラガシ

神楽河岸
カスミガオカマチ

霞ヶ丘町
カタマチ

片町
カブキチョウ

歌舞伎町一～二丁目
カミオチアイ

上落合一～三丁目
カワダチョウ

河田町
キタシンジュク

北新宿一～四丁目
キタヤマブシチョウ

北山伏町
サイクマチ

細工町
シモオチアイ

下落合一～四丁目
シモミヤビチョウ

下宮比町
シロガネチョウ

白銀町 ●
シンオガワマチ

新小川町
シンジュク

新宿一～七丁目
スイドウチョウ

水道町
スミヨシチョウ

住吉町

タカダノババ

高田馬場一～四丁目
ツクドチョウ

津久戸町
ツクドハチマンチョウ

筑土八幡町
トミヒサチョウ

富久町
トヤマ

戸山一～三丁目
ナカイ

中井一～二丁目
ナカオチアイ

中落合一～四丁目
ニシオチアイ

西落合一～四丁目
ニシゴケンチョウ

西五軒町
ニシシンジュク

西新宿一～八丁目
ニジュッキマチ

二十騎町
ニシワセダ

西早稲田一～三丁目
ヒガシゴケンチョウ

東五軒町
ヒャクニンチョウ

百人町一～四丁目
ミナミヤマブシチョウ

南山伏町
ヨチョウマチ

余丁町
ヨツヤイッチョウメ

四谷一丁目 ●
ヨツヤサカマチ

四谷坂町
ヨツヤサンエイチョウ

四谷三栄町
ヨツヤホンシオチョウ

四谷本塩町
ワカマツチョウ

若松町

愛住町
赤城下町
荒木町
市谷砂土原町一～三丁目
市谷左内町
市谷鷹匠町
市谷田町一～三丁目
市谷長延寺町
市谷八幡町
市谷船河原町
市谷柳町
岩戸町
榎町
改代町
神楽坂一～六丁目
喜久井町
北町
左門町
信濃町
須賀町
大京町
簞笥町
築地町
天神町
戸塚町一丁目
内藤町
中里町
中町
納戸町
払方町
原町一～三丁目
馬場下町
東榎町
袋町
舟町
弁天町
南榎町
南町
南元町
山吹町
矢来町
横寺町
四谷一～四丁目
若葉一～三丁目
若宮町
早稲田鶴巻町
早稲田町
早稲田南町

住 居 表 示 実 施 ・ 未 実 施 地 域 の 一 覧

●のある町については、

町の一部に未実施地域

があります。

四谷一丁目は四谷駅前

地区再開発区域のみ実

施しています。

町名の読み方は、

住居表示が実施さ

れるまで正式に決

まっていません。
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